11月15日     　第5回　11（４）、12（８）、13（６）、14（９）-15章（７）
　　　　　　第11章１長屋　２板持　３小林
            第12章１－４板持　５田村　６高島
　　　　　　第13章１－３板持　４長瀬　５鹿山
　　　　　　第14章１－２渡辺　３－４長屋　５－７板持
　　　　　　第15章１－２板持　３－４樋口　　　
第11章～第15章
◎アメリカの伝統的な準拠法選択ルールが、準拠法選択ルールをできるだけ単純明快な定型的ルールで統一し、それによっていずれの裁判所で裁判が行われても、選択される準拠法が同一になり、したがって同じ結果がもたらされることを目的としてきたことが明らかになった(ideal or dream of uniformity)。さらに、そのルールが、定型的に解釈された当事者の期待を既得権として保護するという機能も果たしてきたとされる。
　ところが、実際に判例や第1次リステイトメントで形成されたルールは、それほど段順明快なルールにならなかった。第11章から第15章までの5章では、いったん形成された単純ルールが、実はさまざまな抜け道(escape devices)を伴うものだったことが明らかにされる。
　ルールの潜脱はいくつもの道筋で行われた。
　第11章(manipulation and characterization)は、争点を、AではなくBという形でその性格付けすること（請求原因を他の種類の法的紛争に変えること）によって。
　第12章(substance vs. procedure)は手続きは法廷地法とされたので、ある争点を、手続き問題にすることによって。
　第13章(statutes of limiations)は、抜け道の中で、特に多用された、出訴期限について。
　第14章(public policy)は抜け道の伝家の宝刀、公序違反について。
　第15章(renvoi)は、反致という方法について。
　これらの結果、伝統的なルールは維持できないものとなり、現代的アプローチへの転換が20世紀半ばに生じた。
１legal term
　Ch. 11  legaitimacy, quasi-contract, duties of good fatith and fair dealing
         constructive trust, product liability 
  Ch. 12  immunity,  statute of frauds, parole evidence rule, testimonial privilege
         survival, revival 
　Ch. 13  statute of limiations
         adverse possession, statute of repose 
　Ch. 14  public policy
         penalty
  Ch. 15  renvoi
         remission, transmission
２cases
　Ch. 12 Guaraney Trust Co. v. York, 326 U.S. 99 (1945)
  Ch. 14 Holzer v. Deutche Reichsbahn-Gesellschaft, 14 N.E. 2d 798 (N.Y. 1938)
        Loucks v. Standard Oil Co. of New York, 120 N.E. 198 (N.Y. 1918)
        Huntington .v Attrill, 146 U.S. 657 (1892)
     Republic of Phillippines v. Westinghouse Electric Corp., 821 F.Supp. 292 (D.N.J. 1993)
　Ch. 15 University of Chicago v. Dater, 270 N.W. 175 (Mich. 1936)     
３　第11章から第15章の要点
１）第11章(manipulation and characterization)
　まず、準拠法選択ルールの統一ができなかった。
　　①契約について契約締結地とする州と、契約履行地とする州。
　　②不法行為について、不法行為が行われた地とする州と、損害発生地とする州。
　　③信託について、信託事務執行地とする州と、信託設定地とする州。　
　また、そもそも第1次リステイトメント自体に、異なる選択ルールがあるケースも。
　　①労災補償の回復は、不法行為地法ではなく法廷地法でもよい。
　　②会社法では、取締役や代理人の責任ついて、法人設立地法ではなく、法廷地法で直接の責任を問うことも可能。
　　③子どもの嫡出性について、親のドミサイルの地の法とするが、子どものドミサイルの地とすることも可能。
　次に、同じルールでありながらそれを異なる意味で解釈するケースがあった。
　　①契約締結地はどこか。
　　②無体財産の所在地とは？　パートナシップが形成された場所とは？
　第3に、ある争点を、契約と見るか準契約（不当利得返還）とするか、あるいは不法行為とするかで、その後の道筋は異なった。エクイティ（信託）や、製造物責任でもこれは大きな問題となった。
２）第12章(substance vs. procedure)は手続きは法廷地法とされたので、ある争点を、手続き問題にすることによって。
　このような区分は、問題を生じさせる。（区分わけの問題と、法廷地あさりの原因となる）。にもかかわらず、正当化は不十分（便宜、手続き的事項は法廷地にとってきわめて重要！？）
　①異なる法の目的と文脈で、異なる取扱いの典型例―出訴期限
　　一般的には手続法。しかし、Erie判決 Guaranty Trust判決により、連邦裁判所では実体法。
　②実体法―不法行為の抗弁、ところが、請求原因の証拠だと手続法
　　　　　寄与過失と、無過失を要求する請求原因
　③免責事項は？？
　④損害賠償の上限規定　
　⑤証拠法と注意義務の基準
　⑥詐欺防止法
　⑦口頭証拠法則
３）第13章(statutes of limiations)は、抜け道の中で、特に多用された、出訴期限について。
　出訴期限は，法廷地法の実体的正義として手続法の扱い。ところが、例外が。
　①敵対的占有による取得時効は実体法。
　②権利取得に時間的条件がついているのは実体法
　③除斥期間は実体法
　そこで，法廷地あさりが横行したので、borrowing statute（請求原因発生地で時効なら、ここでも時効成立と明記する法）が制定されている。
４）第14章(public policy)は抜け道の伝家の宝刀、公序違反について。
　伝家の宝刀であるが、制限的に適用されてきたことと、抗弁については利用できないという制約があった。
　また公序違反では、棄却で既判力を与えるか否かにも曖昧さが残った。
　また刑罰的法規に基づく請求（penal claims）は承認せずという原則もあった。
５）第15章(renvoi)は、反致という方法について。
　第1次リステイトメントは明快で，反致は認めず。
  2つの反致　remission         A→B　ところがBの準拠法ルールではA
　　　　　　　transmission      A→B　ところがBの準拠法ルールではC
　ただし、反致なしという原則には、離婚と不動産所有は別という例外あり
　　　反致は、準拠法ルールが統一できていないことから生ずる
　　　反致を認めないために、結果の統一性は阻害される
　　　そもそもB国の実体法ばかりでなく、準拠法ルールまで含めて考えるのが問題
　反致はヨーロッパで盛ん
　　　反致禁止は、１つは際限ない反致を止めるには初めから。もう1つは、外国の準拠法ルールを知ることが難しいという実際的理由も。
  University of Chicago v. Dater, 270 N.W. 175 (Mich. 1936)も実は誤解の産物。
４　練習問題
第11章　　　第11章１長屋　２板持　３小林
　①籤で当たった外国旅行。外国のタクシーで紛争。運転手に殴られ損害。帰国後脳卒中で死亡。その外国では、死後の訴権存続せず。さらに、故意の不法行為は会社の責任外。母国では、どちらも被害者に有利。
　不法行為でいっても、契約でいっても、当該外国法が適用になりそうだが、その中で、何とかcreative lawyer になろう。契約締結地とは？　会社との契約での一種の安全配慮義務など。
　②ギャンブラー。浪費者宣告。その地では契約無効。外国に手紙を送り、1000ドル貸借。外国人が救済を得るには？
　当該外国では契約有効。そこで、契約履行地や、契約締結地の準拠法として当該外国を。あるいは不法行為。さらには、すべてだめでも不当利得。
　③AとBが外国で結婚。統治の法では無効（牧師が介在するのは無効）。長年連れ添った後、Aが死亡。甥が婚姻無効で相続権を主張。
　婚姻挙行地法の原則なので難しいが、パートナシップや信託で考える道あり。
第12章 第12章１－４板持　５田村　６高島
  ①名誉毀損に関連して。A国で言明。B国で出訴。送達が書留。A国では直接交付送達が必要。
　　B国での手続法に則っているので問題なし。
　②A国では陪審審理、B国では裁判官のみ。これも手続き問題だとして、B国では、裁判官だけで可能。
　③B国では、真実でないという要素を請求原因（名誉毀損）の要件とする。A国ではそれはない（真実であっても抗弁とならない）。本件で、訴状に真実でないという要素を入れなかった。
　これは実体要件の話なので、不法行為地法であるA国法。したがって、問題なし。
　④B国では、抗弁は答弁書に入れておかないと放棄。冗談だという点を答弁に入れず。これは手続法で、今回は放棄あり。
　⑤Fredonia国民であるPinkyは、仕事でExcludoniaを訪れた。彼はExcludonia空港を出発する際、Cubbyの運転するタクシーに左足を轢かれ、負傷した。Cubbyはすぐにタクシーを止めて降り、「足を轢いてしまい、大変申し訳ありません。すべて私の責任です。何か私にできることはありませんか？」と謝罪した。
このとき、CubbyはFredoniaに編入されているASI社によって所有、管理されていたタクシーを運転していた。PinkyはFredoniaにある当該会社を人身侵害で訴え、過失を主張する。会社はCubbyの過失を否定し、PinkyがCubbyから見えず通行優先権がないにも関わらず、Pinkyがタクシーのタイヤの前に出てきたと主張する。
Pinkyは事故現場でのCubbyの発言について証言することを望む。被告はその証拠を除外しようとする。責任の承認は、Fredoniaでは認容できる証拠である。しかし、謝罪を促進するように意図されているExcludoniaの制定法では、謝罪の発言、責任の容認、救済の申し出は認容できない証拠である。
第一次リステイトメントでは当該証拠は認容できるか？
　謝罪についての証言は認容できる。なぜなら証拠は手続上の要素であり、法廷地法によって決定されるからである。本件ではFredoniaが法廷地であり、Fredonia法に従うと当該証拠は認容できることになる。
　⑥WDで提訴。EDの獣医に猫を預けた。猫が行方不明となる。WDでは厳格責任、EDなら過失責任。WDでは過失の推定あり、EDではなし。
　前者は実体要件なので契約締結地法たるED。しかし、後者は手続法でWD法が適用になり、おそらく略式判決で勝訴か。
　⑦損害賠償についてEDなら慰謝料もゆるやかに。WDは市場価格で。そして慰謝料の上限は市場価格の3倍まで。
　　損害賠償の種類は実体法、しかし、上限設定は手続法。
第13章　　　第13章１－３板持　４長瀬　５鹿山
　①アリストテレスがプラトンをスパルタで殴る。提訴は14ヶ月後にアテネで。スパルタの時効は2年，アテネは1年。
　　アテネ法で棄却。
　②A国で1年、B国は3年。不法行為地はA国で、提訴はB国、2年後。提訴可能。
　③青の国でレコードを2ドルで購入。履行しないまま8年後に赤の国へ移住。9年後にピンクの国で提訴。口頭契約の時効は、青は4年、赤は8年、ピンクは10年。
　　提訴可能。ここでの教訓は、もしピンクの法でないとしたら・・・？？
　④A国の消費者保護法。解除は1年以内。B国で16ヶ月後に提訴。B国の出訴期限は3年。これは通常は，実体法となり、A国法が適用されるはずだが、B国裁判所は、手続法だと解釈して提訴を可能とする可能性あり。
　⑤12年前の洪水で境界線不明確に。耕作を公然と始める。取り戻しの出訴期限はEDでは10年。提訴したF国では14年。
　取得時効は実体法で、所在地法。EDの10年が適用になる。F国の提訴は成功せず。
　このような争い方ではなく、不法行為訴訟（不法侵入等）でその前提となることが多い。
第14章　　　第14章１－２渡辺　３－４長屋　５－７板持
　①奴隷。逃がした相手を不法行為で訴える。公序違反で拒否の典型。しかし、それに関連して馬の窃盗などがあれば，奴隷逃亡の手段であっても、それは別。
第１４章―１
ThomasはBondland州に住みDouglassを奴隷として所有していた。Sojournerは秘密裏にDouglassに地図と偽の身分証明書を渡して州外に逃がしてやった。Sojournerの行為はB州法の下では家財に対する干渉などとして違法である。ThomasはSojournerをSojournerの住むFredonia州でB州法を基に訴えた。F州法では奴隷制は違法である。F州は彼の訴えを認めるだろうか？
　これは強く公序に反する事例であり、訴えは認められない。しかし不道徳な慣行の法的制度尊重主義からは単純でない潜在的問題が浮かび上がってくる。もしSojournerが他に不法行為（馬を盗んだり人を脅したり）をしていたら、その行為によって公序原則は使えなくなってしまうのである。
　②逃亡以前の奴隷賃貸契約。1000ドルの対価を支払わない相手を提訴。
　　解答は明確でない。どこまでを公序に反すると見るか。どれを使って利得した契約違反の相手まで保護すべきか否か。
第１４章―２
　同じ事例でDouglassが逃げる前にThomasはB州に住むHughと奴隷の賃貸借契約を結んでいた。それによればHughはThomasにひと月あたり千ドルを払い、代わりにThomasはDouglassをHughに渡しHughは奴隷を好きに使い奴隷が生み出す収入を受け取る権利を得るという契約だった。HughはThomasに支払いを拒み、ThomasはF州で彼を訴えた。この訴えは認められるか？
　結論は明らかではないがこの例は二つの問題を提起してくれる。
一つは、道徳的でないが法的な行為の法的帰結はその訴えをただ退けるだけで簡単に解決できるわけではないことである。アメリカでも奴隷制の廃止後ですら廃止前にされた奴隷の引き渡しの契約がだらだらと続いていたのである。
　二つ目は公序に反する行為かどうかの決定は裁判所の価値判断であり、管轄権が違えば異なった解決がなされることである。これは奴隷売買で資金を集めてできた銀行が預金者に資金を返すのを拒むために公序を使う事例を考えればおかしいことが分かる。
　③はねて死亡させた相手が売春婦。その逸失利益まで保護するのか。
　④不法行為地では死亡は一律2万5000ドル。これは刑事罰ではないとして、有効。
　⑤6ヶ月の留学中に滞在した国の、汚職状況に憤激。病院を誹謗する投書を帰国後に行う。名誉毀損で提訴。留学生の国は表現の自由を厚く保護。
　公序で保護か。
　⑥テネシー州民が、ミシシッピ州の野球場でタマルの販売。同州では、特別免許税を課していた。テネシー州でミシシッピ州が提訴。これは一種の刑罰法規と同じで効果なし。棄却（しかし、その理由に正当性は？？？）。さらに、テネシー州が自州で提訴し、その判決の承認執行ならこれはには憲法上の保護あり。
　⑦SL国では、つば吐きについて、告発者に50ドルの賠償を認める法律。EDで提訴。これは刑罰的法規に基づく請求で棄却可能。
第15章　　第15章１－２板持　３－４樋口　　　
　①PLの住人A,BがNLへ。そこで自動車事故。NLには行為同乗者法。PLにはなし。さらに、自動車事故関連の紛争は、PLは共通のドミサイル地法を適用。
　　NLで訴え。準拠法をPL法にすべきだと主張。
　　しかし、略式判決で棄却か。準拠法はNL法であり、本件では反致は問題とならない。
　②WDのチリ･レストランで昼食。EDに戻ってきて発症。WDは過失責任、しかし、準拠法ルールは結果発生地。EDでは、厳格責任、しかし、準拠法ルールは原因行為地。
　EDで提訴すると、WD法で。
　WDで提訴すると、ED法で。
　③R国からネットでD国の業者にスーツ購入申し込み。色落ちして他の衣類にまで被害が。ネットの契約条項には結果損害補償せずとあった。
　R国では、結果損害補償せずという条項は無効。その準拠法は契約履行地、商品発送地の法。
　R国で提訴すると、D国法が適用されるはずで、責任制限は有効になりそうだが。実際には、消費者を保護するような法を選択することも可能。
　④L国の国民ガリバーがA国で死亡。ドミサイルはA国。動産を残す。無遺言。
　A国の準拠法ルールでは、動産の遺産配分は死亡時のドミサイル地の法（つまりA法）。A法では最近親者はガストン。
　L国の準拠法ルールでは、動産の遺産配分は本国法で（つまりL法）。L法での最近親者はアルフレッド。
　本件では、A裁判所はA国法を適用し、ガストン。
　もしもL国で同様の手続きが行われれば、アルフレッドになるが、それは仕方のないこと。
